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津市長コラムケーブルテレビ123chと津市ホームページでは、前葉市長がこのテーマについて語ります

スが見受けられました。同様の理由で、３者以上
の見積書を１者がまとめて提出している事例や、
入札に付すべき工事を、意図的な分割発注により
50万円以下の少額修繕にしたのではないかという
疑念を抱かせる案件などもありました。
 このような事案では、結果として受注業者に偏り
が生じていることから、今後は、担当課長の権限
による発注が可能な随意契約においても、修繕の
執行、見積依頼、契約締結、完了報告の各段階に
おける文書決裁での意思決定を徹底します。　
 さらに、財産管理課に仕様書の作成や履行確認を
技術的に支援するチームを設置します。調達契約
課は毎月各課から発注状況の報告を受け、契約の
適正な運用を図ります。
③公園管理委託の見直し
 自治会に管理を委託している公園において、自治
会からの求めに応じ、市職員が除草作業を行って
いた不適正な事例がありました。
　令和４年度の委託契約から、仕様書に業務の実
施時期と内容を明記することとし、写真提出によ
る履行確認を徹底します。
④工事業者の地元調整のルール化
 公共工事の地元説明において、地元自治会長のあ 
たかも着工同意権を持つかのごとき言動により、
工事の遅延や中止といった事態が発生しました。
　同様のトラブルは他の自治体でも見受けられます
が、津市はこれを機に、工事に必要な地元調整の内
容をルール化します。不当要求行為を受けたことに
よって工事が着工できない、または中止に至った場
合、契約を合意解除し、受注者に指名停止のペナル
ティを課さないこととします。また、地元協力が得
られず解決の見込みがない場合は、その地域の公共
工事を発注しないことを原則とします。
⑤地域貢献施設の職員の業務見直し
　当該地区の隣保館など、地域に密接した窓口を
有する施設に勤務する職員が、地元住民の求めに
応じ私的な作業に従事した事例がありました。
　今一度、人権啓発と地域福祉の向上という設立
の理念に立ち返り、施設の職員が生活相談や人権
課題の解決に向けた本来の業務に専念できるよ
う、人員の配置と本庁の課室体制を見直します。

　昨年末より自治会を取り巻く諸問題に関する調
査を進め、本年５月の最終報告書により、自治会
問題の全体像とその背景が明らかになりました。
　そこでは、職員一人一人が全体の奉仕者としての
社会規範とルールを遵守することで市民からの信頼
の回復に努め、いかなる不当な要求に対しても毅然
と対応し、公正公平な職務を遂行する強固な組織と
して生まれ変わることが強く求められています。
　これを受け、12月議会に「津市公正公平な市政
の確保に関する条例」案を提出します。
　本条例は市および職員の責務を定めると同時に、
市民の皆様や自治会をはじめとする市民活動団体か
らのご理解やご協力を得られることで、より実効性
が高まるものとなっています。制定に当たってはパ
ブリックコメントによりお寄せいただいたご意見を
踏まえて修正を加え、丁寧な議論を重ねました。
　自治会問題への深い反省の下、今後も強い決意で
問題の根幹を見据えた改革を実行してまいります。

津市長　前葉　泰幸
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組織の力を取り戻す

そんたく

 ８月18日、津地方裁判所において、津市から補助
金をだまし取ったとして詐欺罪に問われた元相生
町自治会長に、有罪判決が言い渡されました。
 裁判で争われたのは、掲示板、防犯灯およびごみ
一時集積所の設置と集会所修繕に関わる補助金で
あり、これら４つの補助金に関しては判決前に被
害の弁償が行われました。しかしながら、この他
にも刑事事件とはならなかったものの返還請求を
行った補助金や委託料があり、いまだ支払いがな
いことから民事訴訟に移行しています。
 自治会は、住民個人の努力や行政の取り組みだけ
では解決できない地域の課題を協働で解決へと導
く組織です。地区の要望の取りまとめ役である自
治会長は、住民サービスを担う数多くの部署と日
常的に関わって活動する立場にあることから、今
回の自治会問題では、津市職員155名が関与するこ
ととなり、10月13日付で減給、戒告を含む厳正な
処分を行いました。
 再発防止策として、６月には、不当要求を受けた
職員への指導や助言、独自調査を行う内部統制室
を新設したものの、処分の規模から鑑みるに、自
治会問題の原因が職員個人のコンプライアンス意
識のレベルの問題にとどまるものではないことは
明らかです。津市行政が長年にわたり依拠してき
た制度や仕組みの不備がつけ入られる隙をつくっ
たと判断せざるを得ず、制度そのものを改変して
強化しない限り対策としては不十分です。
 裁判では、職員が過剰に忖度し申請書の記入を代
行するなど、行政側の対応にも問題があることを指
摘されました。実際、補助金の申請において、元自
治会長からは様式に沿った書類が提出されたことか
ら、どれほど巧妙な手法を用いた不正であっても、
それを看破し毅然とした対応を貫くためには、既存
の諸手続きを細部まで見直し、不適正な対応を排除
するプロセスを組み入れる必要があります。

①補助金審査・交付手続きの見直し
 自治会からの補助金申請に対しては、必要書類が
形式的に整っていることをもって審査完了として
きたことにより、今回、申請時に提出された見積
書と異なる安価なごみ箱が設置されていたり、集
会所が見積書通りに修繕されていなかったりした
実態を見抜くことができませんでした。
 そこで、確認すべき項目を示すチェックシートを
作成し、決裁ライン外の審査担当を加えることで、
不正を見逃さない補助金審査体制をつくります。
②建築施設等の少額修繕の見直し
 50万円以下の少額修繕は、指名競争入札より早期
に履行できる見積合わせによる随意契約での発注
が可能です。
 その中に、明確な意思決定の手続きを経ることな
く、現場を熟知していることや対応が早いことな
どを理由に、指名業者の安易な選定を行ったケー

きぜん


